
 

鳥取県告示第104号 

平成21年鳥取県告示第679号（県道の路線の認定について）の一部を次のように改正する。 

 

  平成23年３月１日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

整理

番号 
路線名 起点 終点 

重要な

経過地

326 大山高原ス

マートイン

ター線 

西伯郡

伯耆町

吉長 

西伯郡

伯耆町

岸本 

 

 

整理

番号 
路線名 起点 終点 

重要な

経過地

326 大山スマー

トインター

線 

西伯郡

伯耆町

吉長 

西伯郡

伯耆町

岸本 

 

 

 


